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午前８時５６分～午前１０時５４分 
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第３５回 遠賀町農業委員会総会議事録 

 
１．   日時   令和８年５月１２日（火）午前８時５６分～午前１０時５４分 

 

２．   場所   遠賀町役場別館  ２階  会議室４  

 

３．   出席委員（１５名）  

議 長 １番  三原  高志  

副議長 ２番  安  敏生  

委 員 ３番  石井  佐千生  

委 員 ４番  林   長輝  

委 員 ５番  原田  利春  

委 員 ６番  加  陽一郎  

委 員 ７番  米田  かおる  

委 員 ８番  一田  孝雄  

 

委 員 １番  秦   公美  

委 員 ２番  白石  元弘  

委 員 ３番  白木  敏明  

委 員 ４番  松井   悟  

委 員 ５番  矢野  英昭  

委 員 ６番  吉田  茂三  

委 員 ７番  髙崎  洋介  

 

４．   ５月の農業相談委員           

２番  安  敏生  

３番  石井  佐千生  

 

５．   議事日程  

（１）付議案件  

①  農地法第３条の規定による許可申請について  

（●●●●●）  

②  農地法第３条の規定による許可申請について  

（株式会社●●●●●●●●●●●●●●  代表取締役  ●●●●）  
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③  農地法第３条の規定による許可申請について  

（●●●●） 

④  農地法第５条の規定による許可申請について  

（●●●●） 

⑤  農地法第５条の規定による許可申請について  

（●●●●） 

⑥  農用地利用集積計画の承認について  

        

（２）報告案件  

①  農地法第１８条第６項の規定による通知について  

        

（３）その他の案件  

①  農用地利用集積計画の様式の変更について  

②  農業委員会の改選について  

③  視察研修の清算について  

 

６．   農業委員会事務局職員  

          事務局長        向井  理人  

        事務局職員    瓜生  哲朗  

事務局職員    藤本  慎央  

 

 

開  会     ８時   ５６分  

 

 

議長     皆様おはようございます。本日から麦の刈り取りが始まったとい

うことで、関係者の方はご多忙のところ出席ありがとうございま

す。  

 

本日の出席委員は農業委員８名中８名、推進委員７名中７名の

出席となっております。  

農業委員の過半数の出席があり、総会が成立しています。  

よって、ただいまより第３５回遠賀町農業委員会総会を開会い

たします。  
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議長     それでは次第の２、本日の農業相談員は２番安敏生委員、３

番石井佐千生委員が農業相談の当番ですが、相談の予約はあり

ません。  

                                                                                                                                      

議長     次に本日の議案ですが、次第にありますように付議案件は農地

法第３条の規定による許可申請３件、農地法第５条の規定によ

る許可申請２件、農用地利用集積計画の承認について１件とな

っています。ご審議のほどよろしくお願いします。  

 

議長     なお、本日の総会の会議書記ですが、事務局職員の瓜生を指名

します。  

 

議長     では、現地調査を伴う案件について事務局より一括して説明を

お願いします。  

 

事務局    それでは議案書の１ページをお開きください。  

付議案件①農地法第３条の規定による許可申請についてでござ

います。  

譲受人が別府にお住まいの●●●●●さん、譲渡人が栃木県に

お住まいの●●●●さん  外４名です。  

申請地は大字別府字内牟田３８０９番で、地目は田、面積は

１ ,１６１㎡です。  

農地区域が農業振興地域外で、申請理由が規模拡大のためとな

っております。  

譲受人の耕作面積は９５ ,３７５㎡で、今回の申請農地は譲渡

人は耕作しておらず、譲受人の規模拡大のためであり、特段問

題ないものと思われます。申請地は３ページの字図に記載して

います。  

 

続きまして、議案書の４ページをお開きください。  

付議案件②農地法第３条の規定による許可申請についてでござ

います。  

譲受人が上別府に事業所を置く株式会社●●●●●●●●●●

●●●●  代表取締役  ●●●●さん、譲渡人が上別府にお住

まいの●●●●さんです。  

申請地は大字上別府字片牟田１１７７番  外１筆の計２筆で、
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地目は田、面積は合計１０ ,６９３㎡です。  

農地区域が農業振興地域内農用地で、申請理由が自作地拡大の

ためとなっております。  

譲受人の耕作面積は３２４ ,３３４ .２６㎡で、今回の申請農地

は譲渡人は耕作しておらず、譲受人の自作地拡大のためであ

り、特段問題ないものと思われます。申請地は７ページと８ペ

ージの字図に記載しています。  

 

続きまして、議案書の９ページをお開きください。付議案件③

農地法第３条の規定による許可申請についてでございます。  

譲受人が福津市にお住まいの●●●●さん、譲渡人が東京都に

お住まいの●●●●●さんです。  

申請地が大字鬼津字阿弥陀畑２６５４番で、地目が畑、面積が

４７６㎡です。農地区域が農業振興地域内非農用地で、申請理

由が規模拡大のためとなっております。  

譲受人の耕作面積は３２３㎡で、今回の申請農地は譲渡人は耕

作しておらず、譲受人の規模拡大のためであり、特段問題はな

いものと思われます。権利取得後は農機具等は使わずスイカを

作るとのことです。  

申請地は１１ページの字図に記載しています。  

 

続きまして、議案書の１２ページをお開きください。付議案件

④農地法第５条の規定による許可申請についてでございます。  

譲受人が木守にお住まいの●●●●さん、譲渡人が今古賀にお

住まいの●●●●さん  外１名です。  

申請地は大字今古賀字正境２２５番２で、地目は田、面積は３

５３㎡です。  

農地区域が農業振興地域外で、土地の用途区分は準工業地域の

第３種農地となっております。  

申請理由は自己住宅の建築となっております。  

申請に関する確実性については、関係書類で確認をしておりま

す。営農の支障については生産組合長さんの無条件承諾となっ

ております。  

申請地は１４ページの字図に記載しています。  

１５ページが被害防除計画書です。雨水の排水は水路放流およ

び自然流下、汚水・生活雑排水は公共下水道への接続、用地造
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成及び近傍農地への被害防除としては、特になしとなっており

ます。  

１６ページが現況平面図です。北側は公衆用道路、西側は田、

南側は宅地と接しています。  

１７ページが造成計画平面図及び縦横断図です。申請地内は、

住宅部分は５０㎝ほど盛土を行い、北側の駐車場部分は切土盛

土はありません。北側の前面道路に向かって緩やかな勾配をつ

ける計画です。雨水排水は前面道路に既設の側溝へ水路放流お

よび自然流下、下水・給水ともに前面道路に既設の上水管およ

び下水管へそれぞれ接続します。  

１８ページが建物の平面図です。  

１９ページが建物の立面図です。  

図面のとおり、平屋を建築する予定です。  

２０ページが関係者説明に関する調査票です。関係者には説明

を行い、無条件で了承を得ています。  

 

続きまして、議案書の２１ページをお開きください。付議案件

⑤農地法第５条の規定による許可申請についてでございます。  

譲受人が浅木にお住まいの●●●●さん、譲渡人が浅木にお住

まいの●●●●さんです。  

申請地は大字浅木字松ケ崎４６１番１で、地目は田、面積は４

６１㎡です。  

農地区域が農業振興地域内非農用地で、土地の用途区分は無指

定の第３種農地となっております。  

申請理由は自己住宅用の駐車場及び庭となっております。  

申請に関する確実性については関係書類で確認をしておりま

す。  

営農の支障については、生産組合長さんの無条件承諾となって

おります。  

申請地は２３ページの字図に記載しております。  

なお、申請地北側の宅地４６１番３の登記名義人が●●●●さ

んのままになっていますが、まだ今回の譲受人である●●さん

に登記の変更をしていないだけで、実際は●●さんが住んでい

ます。農転の許可と合わせて宅地部分の登記もするとのことで

す。  

この案件については、始末書の提出がされていますので、説明
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の最後に確認をさせていただきます。  

２４ページが被害防除計画書です。雨水の排水は自然流下、汚

水・生活雑排水は該当なし、用地造成に伴う被害防除措置とし

ては、既存のブロックを使用して擁壁を設けるとなっておりま

す。  

２５ページが現況平面図です。北側、東側は宅地、西側、南側

は公衆用道路と接しています。  

２６ページが造成計画平面図です。申請地内は切土盛土は行わ

ず、一部に砂利を敷き、車を駐車できるように施工します。余

った部分については、庭として植樹や植栽をして使用します。

雨水排水は自然流下となっています。  

２７ページが縦横断図です。造成計画平面図でもお伝えしたと

おり、切土盛土はなく、雨水排水は自然流下のため、勾配はあ

りません。  

２８ページが関係者説明に関する調査票です。今回、隣接する

農地はありません。  

２９ページが始末書です。記載のとおり、始末書が提出されて

います。  

 

以上が現地調査を伴う案件の説明です。  

 

議長     それではこれより現地調査を行いますので、総会を暫時休憩し  

ます。  

 

 

休  憩    ９時   １３分  

 

－   現地調査後   －  

 

再  開    １０時   ４３分  

 

 

議長     再開します。  

それでは、付議案件①を議題に供します。  

地区担当の加陽一郎委員及び吉田茂三委員から報告をお願い

します。  
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農業委員   今現状●●さんが耕作されていますので特に問題ないと思われま 

（６番）   す。ご審議よろしくお願いいたします。  

 

推進委員   同じく●●さんが作られているので問題ないと思われます。よろ 

（６番）   しくお願いいたします。  

   

議長     それでは本件について発言のある委員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件①農地法第３条の規定による許可申請について、原案

のとおり承認される農業委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件①は承認されました。  

続きまして、付議案件②を議題に供します。  

      地区担当の安敏生委員及び白石元弘委員から報告をお願いし

ます。  

 

農業委員   今までも●●さんが作っていたところなので問題はないと思いま 

（２番）   す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

 

推進委員   問題ありませんのでご審議お願いいたします。  

（２番）    

 

議長     それでは本件について発言のある委員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件②農地法第３条の規定による許可申請について、原案

のとおり承認される農業委員の挙手を求めます。  
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【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件②は承認されました。  

続きまして、付議案件③を議題に供します。  

      地区担当の私、三原および秦公美委員から報告をいたします。  

 

農業委員   現地を見ていただきましたが、耕作放棄地に近いような畑です。  

（１番）  どういう形にしろ管理していただけることを信じて、ご審議のほ 

どよろしくお願いいたします。  

 

推進委員   問題ないと思われますのでよろしくご審議お願いいたします。  

（１番）    

 

議長     それでは本件について発言のある委員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件③農地法第３条の規定による許可申請について、原案

のとおり承認される農業委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件③は承認されました。  

続きまして、付議案件④を議題に供します。  

      地区担当の加陽一郎委員及び吉田茂三委員から報告をお願い

します。  

 

農業委員   区画整理が終わった地域内で問題はないと思いますので、ご審議  

（６番）   よろしくお願いいたします。  

 

推進委員   区画整理の後ですので問題はないと思われます。ご審議よろしく 

（６番）   お願いいたします。  

   

議長     それでは本件について発言のある委員は挙手願います。  
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【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件④農地法第５条の規定による許可申請について、原案

のとおり承認される農業委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件④は承認されました。  

続きまして、付議案件⑤を議題に供します。  

      それでは地区担当の一田孝雄委員および髙崎洋介委員から報告  

をお願いします。  

       

農業委員   先ほど現地を見ていただきましたが、埋め立ててあったようです。  

（８番）   役場の方に始末書を出さないといけないことは説明しており、   

ここに添付してあります。その他は問題ないと思われますので、

審議のほどよろしくお願いいたします。  

     

推進委員   現状は今見ていただいた通りになっております。始末書が出てお 

（７番）   りますので、ご審議よろしくお願いします。  

  

 

議長     それでは本件について発言のある委員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件⑤農地法第５条の規定による許可申請について原案の

とおり承認される農業委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件⑤は承認されました。  

続きまして、付議案件⑥を議題に供します。  

      事務局より説明をお願いします。  
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事務局    議案書の３０ページをご覧ください。  

      付議案件⑥農用地利用集積計画の承認についてでございます。  

      全１筆、面積は１ ,５９９㎡です。受け手の変更による利用集

積計画となっております。  

 

議長     それでは本件について発言のある委員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件⑥農用地利用集積計画の承認について、原案のとおり

承認される農業委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件⑥は承認されました。  

 

議長     それでは報告案件について事務局より報告をお願いします。  

 

事務局    議案書の３１ページをお開きください。  

報告案件①農地法第１８条第６項の規定による通知についてで

ございます。  

利用権の合意解約ですが、解約１筆、面積は１ ,５９９㎡とな

っております。  

      付議案件⑥農用地利用集積計画の承認についてで説明した農地

の以前の耕作者の解約分となります。  

 

議長     報告案件について、質疑、意見がございますか。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、その他の案件について、事務局より説明を

お願いします。  

 

事務局    その他の案件①農用地利用集積計画の様式の変更について説

明。  
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その他の案件②農業委員会の改選について説明。  

      その他の案件③視察研修の清算について説明。  

      その他の案件については以上です。  

       

議長     それではその他の案件について何かございませんでしょうか。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     皆さんの方から他に何か意見などありませんか。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、以上をもって、第３５回遠賀町農業委員会  

総会を閉会いたします。ありがとうございました。  

 

 

閉  会    １０時   ５４分  

 


